
令和２年５月２７日 

保 護 者  様 

養父市教育委員会 

 

学校再開後の学校の対応について 

 

６月１日の学校再開にあたり、養父市の対応を下記のとおりとします。ご理解とご協力をいただきます

ようお願いします。このことについては、５月２６日時点での情報を参考に作成したものであり、今後、

新たな情報や状況の変化があれば、変更が生じる場合があります。 

 

記 

 

１ 授業日の確保について 

 ・臨時休業により実施できなかった授業時間を確保するため、令和２年度の夏季休業期間を短縮し、 

８月８日（土）～８月１６日（日）とします。 

 ・教育的意義や児童生徒の心情等にも配慮しながら、学校行事等についても見直し、確保した時間を、

教科の授業時間とします。 

 

２ 子どもたちが感染者、濃厚接触者と特定された場合について 

・速やかに学校に連絡するようお願いします。 

・感染が判明した場合、治癒するまで、「出席停止」とします。 

・濃厚接触者と特定された場合、感染者と最後に濃厚接触をした日から２週間を基準に「出席停止」と

します。 

 

３ 子どもたちの保健管理について 

 ・学校医、学校薬剤師などと連携し、手洗い、咳エチケット、マスクの着用、換気を徹底します。 

・教室やトイレなど子どもたちが利用する場所のうち、特に多くの子どもたちが手を触れる箇所（ドア

ノブ、手すり、スイッチなど）は、適宜、消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を

使用して清掃を行います。また、共用の教材、教具、情報機器なども適切に消毒します。 

・教室等に消毒液を設置します。 

・家庭での毎朝の検温及び風邪症状の確認をお願いします。可能であれば、同居のご家族も検温や体調

の確認をお願いします。 

・風邪症状がみられる場合は、自宅で休養させてください。この場合、「欠席」とせずに、「出席停止」

とします。 

・登校に不安がある場合、学校にご相談ください。 

 

４ 子どもたちの心のケアについて 

 ・学級担任や養護教諭等を中心に、子どもたちの状況を把握するとともに、必要に応じて、健康相談等

の実施やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等による支援を行います。学校にご

相談ください。 

 

５ 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について 

 ・感染者、濃厚接触者とその家族、感染症対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差

別につながるような行為は許されないことを、学校再開後速やかに、子どもたちに指導します。 



６ 登下校について 

・徒歩で通学する場合、小学校では集団登校を行いますが、密集とならないよう指導します。 

・スクールバスについて、過密乗車とならないよう増発等の対応を検討します。増発ができない場合、

時差登校とする場合があります。家庭で毎朝検温し、発熱、風邪症状が認められる者は乗車を見合わ

せるようお願いします。会話を控えることやマスクの着用、咳エチケット等を徹底するよう子ども

たちに指導します。 

 ・教職員の立ち番、ＰＴＡや地域の見守り協力などにより、特に、通学に不慣れな小学校１年生の安全

に注意します。 

 

７ 授業等について 

 ・児童生徒の席の間に距離を確保できるよう（おおむね１ｍ以上）座席を配置します。 

・対面とならないような形で教育活動を行います。 

・教職員はマスク等を着用し、会話等の際の飛沫防止に努めます。 

・体育の授業では、授業前にマスクを外してから授業後にマスクを着用するまでの間、子どもたちの間

の距離を２ｍ以上確保します。プール水泳は実施しません。 

・感染の可能性が高い学習活動は当面行わず、年間を通して、指導の順序を変更します。 

 

８ 給食について 

 ・６月１日から提供します。 

・手洗いの徹底、食べる際に机を向かい合わせにしない、または会話を控えるよう指導します。 

 ・配膳中の感染防止のため、６月１２日まで、給食調理場において弁当容器等に盛り付けるなど工夫し

て提供します。 

 

９ 部活動について 

＊活動日時等について一部新聞報道がありましたが、５月２１日の県の方針を受けて、以下のとおりと

します。 

・６月第１週から実施可能とします。 

 ・６月１４日までは以下のとおりとし、６月１５日以降については、改めて連絡します。 

活動場所：学校内及び市の体育施設とします。 

活動を行う日：月曜日から金曜日までとし、３日を上限とします。 

活動時間：９０分程度とします。 

対外試合や合同練習：実施しません。 

・換気を行って密閉空間を作らないようにし、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策を行

います。 

 

10 学校行事について 

 ・校外で行う活動については、児童生徒が密集して長時間活動したり、不特定多数の人と接すること

がないよう計画します。 

 

11 放課後子ども教室について 

 ・６月に募集し、７月中旬から実施する予定です。 


